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平成２１年第２回さつま町議会臨時会会議録 

 

○開会期日    平成２１年２月２０日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（２７名） 

   １番  髙 嶺 実樹雄 議員      ２番  市 來   修 議員 

   ３番  平 田   昇 議員      ４番  新屋敷   浩 議員 

   ５番  肥 後 紀 康 議員      ６番  木 下 敬 子 議員 

   ７番  米 丸 文 武 議員      ８番  麥 田 博 稔 議員 

   ９番  平八重 光 輝 議員     １０番  新 改 秀 作 議員 

  １１番  楠木園 洋 一 議員     １２番  宮之脇 金次郎 議員 

  １３番  柏 木 幸 平 議員     １４番  久 保 道 夫 議員 

  １５番  別 府 静 春 議員     １６番  舟 倉 武 則 議員 

  １９番  柳 田 隆 男 議員     ２０番  山 崎 文 久 議員 

  ２１番  岩 元 涼 一 議員     ２２番  新 改 幸 一 議員 

  ２３番  中 尾 正 男 議員     ２４番  東   哲 雄 議員 

  ２５番  川 口 憲 男 議員     ２６番  内之倉 成 功 議員 

  ２７番  木 下 賢 治 議員     ２８番  濵 田   等 議員 

 欠席議員（ １名）      

  １８番  田 中 伸 一 議員 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  和 気 純 治 君   議 事 係 長  丸 田   忠 君 

 議 事 係 主 幹  平木場 達 郎 君   議 事 係 主 査   垣 内 浩 隆 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

町長  井 上 章 三 君  教 育 長 福 滿 隆 德 君  

副町長（総務）  宮 之 脇 尚 美 君  教委総務課長 山 口 正 展 君  

副町長（経済）  山 下 彦 志 君  教委社会教育課長 栗 野 明 男 君  

商 工 観 光 課 長  橋 之 口 幸 男 君  水 道 課 長 岩 切 秀 久 君  

健 康 増 進 課 長  楠 木 園 建 雄 君  建 設 課 長 脇 黒 丸  猛 君  

福 祉 課 長  日 高 昭 治 君  農 政 課 長 赤 崎 敬 一 郎 君  

すこやか長寿課長  小椎八重廣樹 君  耕地林業課長 山 口 良 一 君  

総 務 課 長  湯 下 吉 郎       

財 政 課 長  二 階 堂 清 一       

企 画 広 報 課 長  中 村 慎 一        

定 住 促 進 室 長  北 原 美 義        

災害復興対策課長  坂 本 正 己        
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○本日の会議に付した事件 

 

第 １ 

 

会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 議案第３号 平成２０年度さつま町一般会計補正予算（第８号） 

第 ４ 議案第４号 平成２０年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

第 ５ 議案第５号 平成２０年度さつま町水道事業会計補正予算（第３号） 

第 ６ 議案第６号 平成２０年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 
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△開 会 午前９時３０分 

○議長（濵田  等議員） 

おはようございます。ただいまから平成２１年第２回さつま町議会臨時会を開会します。 

１８番、田中伸一議員から本日の会議に欠席する旨届け出がありましたので、お知らせします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△開 議 

○議長（濵田  等議員） 

  これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付してある議事日程のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１「会議録署名議員の指名」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、３番、平田昇議員及び４番、新屋敷

浩議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２「会期の決定」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第２「会期の決定」の件を議題とします。 

  お諮りします。本臨時会の会期は本日１日間にしたいと思います｡御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３「議案第３号 平成２０年度さつま町一般会計補

正予算（第８号）」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第３「議案第３号 平成２０年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」を議題とします。

提案理由の説明を求めます。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君） 

「議案第３号 平成２０年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」について提案の説明を申

し上げます。 

今回の補正は、地域活性化、生活対策臨時交付金事業費に要する経費及び障害者福祉費、介護

保険対策費、並びにその他所要の経費を補正するため提案するものであります。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，３０７万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１３８億８，４０７万９，０００円とするものであります。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○財政課長（二階堂 清一君） 

「議案第３号 平成２０年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」について内容を説明申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 
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○議長（濵田  等議員） 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３号は、会議規則第３９条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３号は、委員会付託を省略することに決定しました。

委員会付託を省略します。 

これから質疑を行います。議案第３号について質疑はありませんか。 

○髙嶺実樹雄議員   

 農産園芸費の中の公用車の９３万と、林業総務費の中の１９０万ですけれども、それぞれ使用

目的によってグレードが違うと思いますけれど、この辺の内容をお示しいただきたいと思います。 

○農政課長（赤崎敬一郎君）   

 農産園芸費の中の公用車の件でございますが、これについては軽トラック４ＷＤを計画してい

るところでございまして、今現在の軽トラック１５万キロ走行、平成５年度に購入いたしており

まして、もう大分修理が必要ということと、それから今月の２月の１４日が車検ということで、

車検を受けずに新車に買いかえたいということでございます。 

○耕地林業課長（山口 良一君）   

 林業総務費の中の公用車の購入の関係でございますけれども、現在保有している車がエスクー

ドという車でありまして、排気量が１５００㏄、初年度の登録が平成４年の８月ということで、

１７年目をもう迎えているところであります。 

これまでも、何回となく途中で止まったりもしているということでありまして、今回お願いを

したところでございます。走行距離は１８万６,０００キロということでございます。今回購入予

定でありますが、同じ排気量の１５００ccで、今のところトヨタのラッシュというジープタイプ

の車になりますけれども、４速オートマチック４輪駆動車ということで計画をいたしておるとこ

ろであります。 

○髙嶺実樹雄議員   

 庁舎内の公用車にありましては、車検等とか整備等町内の整備会社を回られるといったような

ことを予算決算関係で聞いた記憶がございますけれども、この購入に当たっての選定方法はどの

ようにされたのか、お聞きします。 

○耕地林業課長（山口 良一君）   

 一応今申し上げた予定の車は、カタログ上で一応今持っている車種と同程度のものということ

で係のほうで一応予定として上げて分でございまして、これから購入する際につきましては、財

政課管財係のほうとも十分協議をしながら決めていきたいというふうに考えています。 

○農政課長（赤崎敬一郎君）   

 農政園芸の関係につきましても、町内業者でということで管財のほうと打ち合わせをいたして

おるところでございます。 

○川口 憲男議員   

 町長のほうに商工費の地域活性化生活対策臨時交付金事業費の関係でお尋ねいたします。 

 今、国会でいろいろ審議されておりますけれども、いったん一般財源で計上し、そのあと財源

の組み替えを行うという説明でございましたけれども、国会の審議が確実に年度内に行われるも

のか、そこあたりをどういう要望をされていくのか。なかったら一般財源を使ってそのままとい

うふうになるし、あるいは交付税措置ができる関係にあるのか、そこあたりの情報を入れられて
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こういう組み替え措置を行う考えがあるのか。 

 それと、建設課長のほうに土木費のところで、電柱等移転が道路維持費のところで出ておりま

すし、観音滝公園管理費の中で電柱等移設の１００万円が計上されておりますけども、ちょっと

確認をしておきたいと思います。 

以前、合併以前のところで町道等の電柱敷地料ですか、これは旧町扱いがちょっとあったと思

うんですけども、敷地料が入ってくる時点のところといいますか、たしか旧宮之城町におけると

ころじゃあ、それは入ってこないというような覚えがあったと思うんですけど、ここで再度確認

をしておきたいと思います。 

こういう町道等の電柱敷地料の件ですけれども、実際こういうところで電柱を敷地移転する場

合は、町の持ち出しが発生するのか、それと敷地料は入ってこないのか、その２点をちょっと最

初お聞きしたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 今回、国のほうで進められております２次補正の対応でございますが、１００年に１回と言わ

れる大変な経済情勢がやってきております。そういう中で、この緊急の雇用対策を初めとする２次

補正という予算については、これが必ず実施されるものという前提のもとに各都道府県も市町村

もこれは予算を組んで準備をしているわけでありますので、これが外れるというようなことはあ

り得ないというふうに思っておりますし、財調でもっての対応をしながら組み替えるということ

で、必ず進めていけるものと思っております。 

○建設課長（脇黒丸 猛君）   

 電柱の移転料の関係なんですが、これにつきましては事業をするときに、この補償補てん及び

賠償金の中で補償費として払います。それと、敷地料につきましても占用料という形でとってい

るところでございます。町道敷につきましては、とっているところでございます。 

○川口 憲男議員   

 町長のほうはもう国会待ちですから、いろいろお役目上市町村長会もありますし、そこあたり

が国会の議員の方が審議をされる中ですけども、強い要望をしていかないと町政に影響を与える

ところが多大にあると思いますけども、そこあたりはひとつ慎重にといいますか、極力進めてい

ただきたいと思います。 

 それから、商工観光課長に地域活性化生活の事業費で、種々賃金あるいは使用料及び賃借料、

備品購入費等を計上されております。この内訳といいますか、これは私らの手元にもいろいろ募

集要領やらがきましたから、内容的には判るんですけれども、この事業をされていく中で重機借

上料とか、機械工具はどういうようなものに使われるのか、その点をお聞きしたいと思います。 

○商工観光課長（橋之口幸男君）   

 ７款の関係の借上げ料の関係並びに購入費の関係でございますが、まず借上げ料といたしまし

て重機がバックホーを２台、これは０.２立米、それからダンプを２台という形で考えております。

結局、公共公園の公共施設等の管理維持管理の関係に２班体制でまいりたいということで、一応

２台ずつと。 

 それから、備品購入費といたしまして、刈払機あるいはチェーンソー、タイヤショベル、それ

からクレーンダンプ一式というようなものを購入を考えているところでございます。 

○川口 憲男議員   

 重機借上料のほうはバックホー２台に関する付随するものだと承知いたしましたけど、ちょっ

とこの原材料費もいろんなそれに付随して必要経費が出てくるお金だと思いますが、それと備品

購入費がちょっと私も聞き取れないところがあったんですけども。 
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それと町長このさつま町としまして、来年の３月３１日まで、よそにない非常にこれを利用さ

れる方にとっては１年間のうちにゆっくり仕事が探せられるというメリットもありまして、非常

にいい方策じゃないかと思います。 

 しかし、その一方考えるのが、いろんなところで地元の企業あるいは小さな企業の方々が頻繁

に苦しんでいらっしゃる状況が出てきております。 

そのところで、国のこういう施策があったからこういう対策が打てたと思うんですけれども、

今後やっぱし地域の活性化あるいは地域が衰退しない条件のためには、町としてやっぱりいろん

な策が、これ以外にも必要になってくるんじゃないかと思われるんですけども、町長としてそこ

あたりをどのように考えて今後行かれるのか、このほかに何か対策を講じなければならないとい

うような考えがあられるのか、そこあたりをちょっとお聞きしたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 今回のこのアメリカ発の金融不安から始まった経済不況と、これは大変な規模のものとなって

おりますだけに、企業の雇用環境というのが非常に悪化しつつある、これが先がまだ見えないと

いう状況がございます。 

そういう中で、この地域活性化生活対策臨時交付金事業というのが国のほうでも組まれながら、

こういうような状況の中で内需といいますか、雇用を生み出していくようなてこ入れ策というの

が行われているわけでございます。 

 本町におきましても、このような状況が昨年の末以来急速に進展する中で、企業の実情、それ

からまた町内の商工業あるいは農業あらゆるところに目を配りながら、そういう中での今後雇用

の可能性、あるいはまたそういう方面での今後の取り組みの可能性というものをずっと探ってき

ているわけでありまして、そういう中で企業の方々で農業の分野に参入をしたいという検討を始

めておられるところもございますし、それぞれ可能性を今全般的に探っていると、そしてそれに

対してできるだけ相談窓口を開いて、そういう方面に対するまた便宜を図る、また我々も研究し

ながらそういう対応を図るということにしているところでございます。 

 そういう点で、非常に厳しいこの現状を、逆にまた今までなかったような発想も出てくると思

いますので、逆転の発想で柔軟にいろいろと研究をする。そういうこれをチャンスととらえて努

力をするというような気持ちでそれぞれの窓口、そしてまた関係課連携して対応を図るというふ

うにしているところでございます。 

これから、今第一弾として一つの１年間という前提の中での雇用対策を発表いたしましたけれ

ども、今後とも次の段階として何ができるのかということは、今検討しているということでござ

います。 

○中尾 正男議員   

 同じく商工費の関係で、９日から雇用の申し込みを受付をされているわけですが、その状況等、

どういう状況になっているのか。この予算の中で今もありましたとおり、機械購入で１,４００万

円、タイヤショベルみたいなこういう機械器具を購入する、細目がその交付税のまだ決まってな

い中で、こういうものに使って資金使途が大丈夫なのか、高額な機械を購入、人夫賃とかいろん

な人件費、こういうものならですけども、そこあたりら許される範囲なのか、確認ができている

のか、そのことをお伺いしておきたいと思います。 

○商工観光課長（橋之口幸男君）   

 緊急雇用対策といたしましての今回の２月９日から募集を行っておりますが、現在のところ、

きのう現在でお知らせいたしたいと思います。 

まず、本日この予算を計上してございます公共施設等の維持管理の作業員、これにつきまして
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１１名に対しまして現在のところ１５名が応募しております。 

 それから、給食センターに対しましては１人に対しまして応募者２名、クリーンセンター１人

に対しまして７名が応募、それから環境センターここにつきましては１名に対しまして２名、学

校用務員これは２名に対して１名、それから水道施設の管理人は２名に対しまして作業員班のこ

とを兼ねまして２名というような状況でございまして、実質１８名の人員に対しまして現在のと

こ２７名が応募している状況でございます。 

 それから、備品購入の関係でございますけれども、今回１,４００万余りの計上をいたしました

が、１年間この作業という形で町内の公共施設の管理をしていただくということになります。そ

のための経費でございます。あわせまして、そのあと１年間で購入いたしますけれども、あくま

でもこれは期間限定の形で１年以内の雇用ということになります。 

そのあとにつきましては、また町の道路作業維持班のほうで活用して、効率的な活用を図って

いけるということで考えているところでございまして、これにつきましてもこの生活給付費の中

で対象になるという形で今話を進めているところです。 

○木下 賢治議員   

 私も同等の質問をするわけですけれども、確かにこういう生活、地域活性化という面からいえ

ば、機械器具を買うよりもやはりこれを町民に施すべきじゃないかというような感覚があるわけ

ですけれども。 

１,４００万円の備品購入、まあ年間、１年間リースしても安くで済むだろうし、現在町で持っ

ているタイヤショベルももう寿命で将来的に買いかえんにゃならんとちゅたればまた話は別です

けれども、そこ辺の状況を教えていただきたいということと、この応募にあふれた人たちの対応

はもう全く考えられないものか。 

募集定員を超した人たち、また今後も、まだこれからも雇用の要望があるかと思いますけれど

もそこ辺の対応を含めて。 

○建設課長（脇黒丸 猛君）   

 今回の備品購入の関係なんですが、タイヤショベルにつきましては、もう路上も走ることがで

きないような状況でございまして、クラッチ板が大分やられております。その関係で、今回この

ような形で買いかえをということでございます。 

○商工観光課長（橋之口幸男君）   

 今回の募集の関係、雇用の関係につきましての対応でございますが、先ほど１８名に対して２７名

って言いましたけれども、これにつきまして詳細について分析しておりますが、基本的に昨年中、

２月現在まで解雇された方々っていう方が、このうち１４名が応募しております。 

そのほかの１３名の方はこの経済対策、ここ経済が落ち込む以前からもう自己退社とかあるい

は失業していらっしゃった方々が職を求めて来ていらっしゃるという状況でございます。 

 なお、本日計上いたしました公共施設の維持管理の４,８００万円につきましては、早速２段階

方式で採用してまいりたいということも考えておりまして、これにつきましては基本的に緊急対

策でございますので、今回のリストラ、会社のこういうものの状況に基づいて、それと生活の主

である方々、いろんなものをもろもろ考えまして採用に当たっていきたいというような考え方で

ございます。 

 なお、今後の対応でございますが、先行き不透明なこの経済の情勢、あるいは町内の関連企業

いろいろ企業がございます。ここら、より一層厳しい状況を迎えるというような見通しを立って

いるわけでございますが、これらにつきましては４月以降につきましては国の動向、あるいは本

町の動向をにらみながら、また国といたしましても２１年度におきまして新たなまた何次補正か
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判りませんけど対策は打ったり、そこら辺に随時敏感に対応しながら本町としてのできる限りの

対応をしていきたいと考えております。 

○財政課長（二階堂清一君）   

 今回の２次補正に伴います関係の予算化でありますが、１つはいろんな事業がありまして、そ

のうちこの分だけは、雇用関係だけは全体を計上したほうが全体を説明しやすいという形でこう

いった方法をとらせていただきました。特に、早急に執行していかなければいけないものは、賃

金にかかる分であります。 

ですから、備品購入費ですとか、リース料ですとかそういったものはできましたらこの予算が、

国の２次補正が完全に通って、どうせこれは繰越明許費という形でまた最終日にお願いする形に

なりましが、そういったので１年間の猶予がありますので、そういったのを見比べながら執行し

ていきたいと思っております。 

 この備品購入費につきましては、私たちもいろいろ研究したんですが、リースでいく方法、当

然あるというふうに思っております。ただ、リースの場合はもう１年間限りが補助対象となりま

すので、１年間を過ぎたらもうその機械は返していかなければいけないということになります。 

 ですから、今回の場合、建設課からも２、３年前からもういろんな相談を受けておったわけで

すが、建設機械が、維持補修班に使用する機械がもう非常に老朽化していると、もう買いかえて

くれという話も伺っております。 

ただ、予算的にそこまでゆとりがなかったものですから延び延びになってたわけであります。

ですから今回こういった２次補正で財源がついて、これが購入できるのであれば、これがこっち

の公園整備チームが終わった段階では維持補修班のほうに所管替えをしまして、それで十分使っ

ていきたいというふうに思っております。 

これを見送りますと、一般財源で維持補修の建設機械経費を使うということになりますので、

こういった措置をとらせていただきました。 

○平八重光輝議員   

 二、三、重なるところがあるかもしれませんけども、最初に商工費のただいま出ております地

域活性化の対策ですが、失業された方も大変非常に多くて大変なんですが、そういう方は目に見

えております。 

ところが、商工業の方については全く売り上げがなくなっても外に見えません。全くそういう

苦しい状況というのが目に見えないわけです。この離職された方も大変ですけれども、この商工

業でもうほとんど売り上げがなくて大変な方もたくさんいらっしゃる中で、そういう方について

の何ていいますか、相談窓口もありますけれども、もうちょっと積極的な救済、救済って言った

らちょっと失礼になりますけれども、お手伝いできるような対策というのは考えられたものか、

あるいは今後新しい予算において積極的なことを考えておられるものかお尋ねいたします。 

 それと、３０ページの先ほど出ました公園費の中の電柱移転費なんですが、この工事の内容を

もうちょっと具体的に判ればよろしいんですが、町道等に置かれたものについてこちらが道路を

改良するから移転してくれということで出されるのかどうか判りませんが、一般家庭の敷地内に

あるものについては敷地料を払っていただいておりますが、その中でも地主さんが移してくれて

いるのはもう無償で移転されるわけです。 

そういうものの交渉というか、中身がちょっと判らんから何とも言えませんが、そういうよう

な交渉というのはされなかったものかお尋ねします。 

 それから、３１ページの住宅管理費の中の共同アンテナの中身が、デジタル関係であるかどう

か判らないんですが、デジタル関係であるとすれば２０１１年の７月２４日ですか、全くもうア
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ナログは見れなくなるんですが、そういう中に入っておられる方のテレビが見れなくなるときの

対策というのは考えておられるものか、お尋ねいたします。 

○商工観光課長（橋之口幸男君）  

 御質問、御指摘の関係でございますが、御存じのとおり地域経済という形が相当落ち込んでお

ります。中小企業ということで、もう町内におきましてあらゆる分野に、計り知れない形でひと

つ影響が出ているのはもう私たちも十分承知しております。 

そういうことで、町内の商工業者におきましても相当な消費の落ち込みと、いう形で厳しい状

況にあることは十分承知いたしておりますが、町といたしましても今回の交付金等もございます

けれども、早急に新年度予算におきましては、また昨年に引き続きましてプレミアムを売ってい

きたいという考え方でおります。 

これにつきましては、国で今問題になっています生活給付金、これと抱き合わせた形での販売

も今検討していきたいということで取り扱っているところでございます。 

 それから、セーフティーネットの関係でございますが、現在のところ５５件の方々が、融資の

関係でいらっしゃいますけれども、この方々の全体を見ましても３０数パーセント売上げが落ち

ているというような状況でございます。 

これらにつきましても、行政としてできることは、利子補助的な形で新年度予算でひとつ大幅

な形での助成をしてまいりたいと考えているところでございまして、最終的には個々の消費が伸

びないことには、どうしようもないというような状況でございます。ここら辺のところは国のほ

うとも、県のほうとも連動しながら、できる限りの手は打っていかなくてはならないと。現在、

考えていることは以上のような状況でございます。 

○薩摩総合支所長（貴島 晃人君）   

 ３０ページの２目の公園管理費の関係でございますが、補償補てん賠償金ということで、１００万

円お願いしてございます。これにつきましては、ちょうど観音滝公園内の道路に、公園内の道路

ですが、ちょうど２本ほど電柱が立っております。 

ちょうど県道の改良に伴いまして、その道路が使用できなくなりまして、公園の駐車場として

利用するということで、ちょうど邪魔になります。その関係で２本をちょっと横に移転をすると

いうことで、九電あるいはＮＴＴの線が通っておりますので、その分の補償でございます。 

○建設課長（脇黒丸 猛君）   

 ３１ページの住宅管理費の関係の共同アンテナの負担金の９８万円の関係でございますが、こ

れにつきましては中央地区にございます町営住宅の４団地分の地デジの関係の負担金でございま

す。 

正香団地、それから溝添団地、永尾団地、永尾東団地の４団地、全部で２８戸ございますが、

その地デジの対応に対する町の負担金でございます。 

今現在、今年度から、あじさい団地は平成２０年度、負担金で地デジの関係で計画しておりま

すが、２３年度までの間に町営住宅のその地デジ対応につきましては組合ができているところも

ございますので、そことも協議しながら計画していきたいということで考えております。 

○平八重光輝議員   

 商工活性化につきましては、日本の最高責任者が当初日本の影響はハチに刺されたぐらいだろ

うというお話をなさっていました。ハチにもいろいろありまして、ミツバチが２つ３つ刺したっ

ち、あいたっ痛かったぐらいで済みますけれども、今の状況は大スズメバチに４、５匹刺された

くらいの瀕死の重傷以上のハチに刺されたぐらいの影響があるように思います。 

そういう中で、やはり商工業が元気がないと、まちも元気がありませんから、ぜひ積極的な対
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策を、もちろん失業者、失業された方も大変です。大変ですが、また商工業の方も非常に大変な

今状況ですので、できれば「おらあこえんとうや」ちゅうぐらい新聞がびっくりして書くぐらい

のをやっていただければ非常にいいんじゃないかと思います。その辺をぜひ検討してやっていた

だきたいと思います。 

 電柱移転については、もうちょっと電柱移転というか、そのＮＴＴ、九電等に交渉されては、

私も昔ＮＴＴにおったから余り中身は言えないんですけれども、交渉の余地があるんじゃないか

と思われます。 

 それと、地デジは負担金、町営住宅ですからやむを得ませんけれども、そのあとが大変ですの

で、ずっと私は今総務省と交渉していますが、非常に生活保護家庭には補助金を出しますという

ことですけれども、生活保護手当、より少ない年金等で生活されている方もたくさんいらっしゃ

いますから、そういう方に１０万円なり、何万なりの新しいテレビを買わんと見れませんよとい

うようなことは非常に大変なことですから、テレビというのはもう高齢者にとっては、特にひと

り、二人暮らしの方にとっては、もう人生の中の相当大きな楽しみの一つですので、そういうの

ができなくなるということがないような施策をぜひとっていただきたいと思います。 

 現在のこの工事は、今とこは両方見れるということでよろしいわけですね。 

○中尾 正男議員   

 蒸し返すようですが、先ほどの備品購入費、タイヤショベルの。聞けば、課長の答弁でもこう

いうのも対象になるということですが、ただ本来建設課で使っている分ももう老朽化して、もう

ろくに動かんというような、本来の筋からいけば、やっぱりそれは別枠の建設課の予算で購入す

べきのものだと思うんです。 

やっぱ町民感情論からしても、生活支援のこの緊急の交付金ですから、これはやっぱその町が

将来的に、商工観光課のほうで買うて建設課でまたあとは使うと。そういうものは、やっぱ筋が

少し町民から理解ができるのか。 

応募者もたくさんいるわけですから、もう少しここ辺のところを増やせないのか。そして、財

政課長の話では、この大きな備品についてははっきり国会のほうでも決まってからということで

すから。 

町長どうですか、ここあたりはすぐには買わないということでしたから、やっぱ少しもう一回

また予算はですけれども、検討してみるとか、そういう考えはないですか。 

やっぱこういう本当に厳しい状況ですから、失業者がたくさんおって、結局、交付金事業でま

ちが本来別で買うというか、そういうものを買うて、まちがよかばっかいじゃらよというような

批判にも成りかねないところが出てくると思うんですよ。そこあたりの考え方を聞いておきたい

と思います。 

○町長（井上 章三君）   

 今、御指摘のあったところはまた大切な、考えなきゃいけない部分ではあると思っております

ので、今回の交付金事業の中でいろいろとメニューは定められている範囲内で検討はしておりま

すが、最後までよく状況を見極める努力はしたいと思っております。 

○平田  昇議員   

 私もただいまの地域活性化生活対策臨時交付金事業について、私は別な視点から、これ疑問を

持ちます。 

この事業については先月１月末ですか、２９日でしたか、全協で執行部からの説明がありまし

たが、私が疑問に思う点は説明だけで政策は進められたと、これができるのかと。説明はした。

それから３週間後にその予算を認めてくれとのこと、それが今日の議会であります。 
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その３週間の間に既に政策はスタートしている、応募者を募集している。オーバーが幾らであ

る、これはもう着手したということですよね。 

私は、これは議会の軽視ではないかと。急を要したので議会の承認を求める暇はなかったとい

うのでしょうか。 

私は、昨日担当課に行って確かめましたが、新しい職場を求める人たちが殺到しているような

状況ではない。ただいま説明がございましたが、緊急性は。大事なことです。大事なことだが、

緊急性はどうなのかと町長に質します。 

議会がその事業に要する予算を認めてから、執行部はその事業に着手すべきではないのか、こ

れが行政のルールではないか。これは明らかに議会無視であると、町長はこれは正当な行政の進

め方であると思っておられるかどうか、これをお聞きしましょう。 

○町長（井上 章三君）   

 雇用の厳しい状況というのが、次々と出てきている中で、近隣の市町におきましてもそのよう

な対策がとられつつありました。年度末までの間、２カ月、３カ月の間をその区切って対応を図

るというところも多々あったわけでありますが、そういう中ではまた非常に短期間の中で、それ

に応募していくということと自体が非常にまだ不安定だということもありまして、やっぱり職を

なくした方々に対する少しでも安定した形の中で、次を探していけるという形を早くとらなきゃ

いけないと。 

やっぱりめどを早く立てなきゃいけないということで、今回このような１年間という中長期に

なりますけれども、そういう中での政策を出して、そして募集を始めたということでありまして、

これはやはり今職をなくした方々にとっては非常に深刻な問題ではないかというふうに思いなが

ら、このような手を打ってきたわけであります。 

そういう点では、議会の皆さんにも非常に急を要している時代の流れの中にありますだけに、

御理解をいただけることではないかというふうに思っていたところであります。 

○平田  昇議員   

 私がお尋ねしたことは、議会の議決を得ずして予算を承認しないままに進めていいのか、それ

が正常なやり方であると町長は思うかと。緊急性を持ち出したが、そんなものではない、私も確

認した確かに大事なことだ。雇用対策というのは非常に大事なこと、ただ私は間違えていないか

と、この事業の進め方がおかしいではないかと、正しいと思うなら正しいと言えばいいんです。

正しいか。 

○町長（井上 章三君）   

 これは、国のこの臨時交付金事業というもの自体がまだ財源が確定はしておりませんけども、

国のほうも真剣にこれに取り組んでいるという中での各都道府県市町村もそのような手を打って

いるということでありまして、そういう取り組みをしたということは、これは正しいことであっ

たというふうに思っております。 

○平田  昇議員   

 答えになっていない。よろしい、もうそれくらいのことだろう。 

 次に、町長として残り在任期間が４０日足らずで選挙を目前に控えた町長が、議会に提出した

予算には来年、２１年度いっぱいにわたる事業として、この事業は取り組まれている。 

本来予算は年間の見通しの上に立って編成されるべきものであるが、選挙を目前にする町長は

自分の政策的判断は一時表に出さずに、最小限必要な人件費等を計上するのが、これは常道でし

ょう、骨格予算と呼んでいる。 

議長も説明会の中で厳しくそれは指摘された。町長、行政の道義から外れているではないか、
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どうだ。それとも、次の町長になる人がそれだけの裁量がないと思っているのか。骨格予算。 

○町長（井上 章三君）   

 選挙のある年は骨格予算という言い方がよくされるわけでありますが、それは当然そういうこ

とを前提としながらも、今私たちが立たされている中にあって、選挙だからできる、考えなきゃ

いけないこと、しかし今もうすぐに進めなきゃいけないこと、それはもう当然そういうことがあ

るわけであります。 

選挙のために、町民に対する施策というのが停滞してはいけない面も当然あるわけでありまし

て、今回のこの緊急事態というのはそういう選挙ということのために停滞するようなことがあっ

てはならない部分であるというふうに思って、この問題にはもうおくれをとらないようにという

気持ちの中で真剣に取り組んでいるところであります。 

○議長（濵田  等議員）   

 （「議長」と呼ぶ者あり）３回だったですが、もう３回済んだんですが。 

 （「もう一回言わせてください。確かにこの対策は必要であります。」という発言あり）それ

じゃあ、平田議員の発言を許します。４回目です。 

○平田  昇議員   

 確かに必要であります。しかし、先ほども言うように、緊急、やるなら６月ごろの期限を切っ

てやるべきではないかと、来年度の政策は来年度の町長にゆだねるべきである、これが常道では

ないかと。せいぜい６月ごろまで期限を切ってするのが常道ではないかと、それだけ緊急性をい

うのであれば、強調するのであればそれをお尋ねしていきたいが、どうだ。 

○副町長（総務）（宮之脇尚美君）   

 （「副町長じゃない、町長に尋ねるんだ」という発言あり）予算の関係でございますので、私

のほうで答弁させていただきますが、いわゆる政策的な部分の問題を指摘をされているかと思う

んですが、きょう、本日お願いをしておりますのは平成２０年度の補正予算でございます。 

骨格予算と言いますのは、やはりそういう選挙等を控えた場合に、いわゆる政策的な経費を極

力予算に見送って義務的な経費とか、維持管理費とか、そういうものを計上するのが骨格予算と

いうことでございまして、法的な根拠ということはないわけでございますが。 

やはり今回の場合は、緊急雇用対策については国がもう既に予算の論議に入っているところで

ございまして、それから言いますとやはり御指摘がございます１年間を要して経費を使用する、

これについては繰越明許費で設定をして１年間を要して予算消化を図っていくということになり

ますが、いずれにしても意思決定するのは議会でございます。 

そういう骨格予算の問題については若干今回、本日提案をしている予算等の趣旨とは違うんじ

ゃないかと。今回は補正予算でございまして、当初予算ではございませんで、当然当初予算の段

階では骨格予算の論議はしなけりゃならないわけですが、今回はそれには該当しないというふう

に理解するところでございます。 

○柳田 隆男議員   

 同じく今話題になっております地域活性化についてお尋ねいたしますが、かなりの応募者があ

り、また今後もそうした人がかなり出てくるんじゃないかというふうに思いますが、１年間のこ

のスパンの中で、１年間という任期の中で、仮にほかの仕事につかれた場合は、その間また補充

をされていくのか。 

そしてまた、１年経過すれば、まあ来年のことを言えば国がどういう方策を打つか判りません

が、今の段階ではもう１年間でまたいわゆる首切りとなるのか、そこら辺をちょっとお尋ねして

おきたいと思います。 
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○商工観光課長（橋之口幸男君）   

 雇用のスパンの関係でございますが、考え方といたしましては最長１年というような考え方で

ございます。なお、面接あるいは今相談にいらっしゃった方々にもすべて申し上げているんで、

今回は緊急雇用という形でございますので、この期間にひとつ大いに定職といたしますか、それ

を見つけていただきたいと。それには行政も一緒になってお手伝いをするという考え方に立って

いるところでございます。 

 なお、１年経過後どうなるかということでございますが、これにつきましてはまだ情勢がどれ

だけ変化していくか判りませんけども、今の段階ではもう１年と、最長、その間に見つけていた

だくというような考え方でひとついるころでございます。 

 それから、見つけていただいてそして途中の欠員の関係につきましては、速やかにそれぞれの

所管課において補充していくということで、１年間は必ずだれかがいるという形をとっていきた

いと思っているとこです。 

○新改 幸一議員   

 地域活性化の関係がそれぞれ意見が出たわけでございますが、私１８ページの民生費の中での

障害者相談支援事業の関係でございます。２００万円計上してあるわけでございますけれども、

この障害者の支援というのは大変重要なことでございます。先ほどの説明では、この相談支援事

業補助ということで２カ所開設ということの説明があったわけでございますが、この２カ所とい

うのがどことどこのことなのか。 

 それとこの相談支援の関係の事業内容という、この２カ所に対する事業内容をもう少し詳しく

お示しいただければありがたいと思います。 

○福祉課長（日高 昭治君）   

 １８ページの相談支援事業の関係でございますが、これは障害者自立支援法に基づく相談支援

体制をつくるという意味で、これは県の総合対策事業の中で１９から２０年度において、この相

談支援事業立ち上げ支援の補助があります。これを受けて２カ所、１００万円の２カ所というこ

とで今回、御提案をさせていただいているわけでございますが、これにつきましては今考えてお

りますのが、社会福祉協議会それと宮之城ふくし園の２カ所でございます。 

 この事業の内容につきましては、障害者の相談の支援ということでありますので、情報提供あ

るいは相談、社会資源を活用するための支援、それと権利擁護の関係等の必要な援助という形に

なります。 

この２カ所につきましては、既に県の認定を受けてまた研修も５日間ということで、必要な要

件を一応満たしていただいているとこでありまして、現在協議中でございます。 

それと来年度に、一応今回は立ち上げ事業ということで整備の面での予算計上ということにな

りますが、来年度当初ではちょっと上げてないんですが、補正でこの事業の関係を一応計上した

いということでありまして、ただいま申し上げました事業の内容等についての予算計上というこ

とであります。 

 この社会福祉協議会の関係につきましては身体障害者、主には３障害のすべての相談を受ける

ということになるんですが、社会福祉協議会の場合は身体がメインと、ふくし園の場合は知的障

害がメインということで、一応進めているところでございます。 

○新改 幸一議員   

 ただいま２カ所がふくし園と社会福祉協議会ということでございましたけれども、管内にはこ

こ以外にもこういう形の中で事業をやりたいんだという施設といいますか、そういう組織という

か、そういうところはないものですか。 
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○福祉課長（日高 昭治君）   

 これにつきましては、一応要件がありまして実務経験、これにつきましては知的障害更生施設

あるいは指定居宅介護支援事業所、こういうものに通算５年以上というようなことに、プラス、

初任者研修の５日間とそういう要件がございまして、そういう中で一応要件を満たしていただけ

るものということで今の２カ所、あと精神のほうがもう一カ所お願いをした、お願いといいます

か、一応打診をした中ではまだ体制が整っていないというようなことであります。 

○久保 道夫議員   

 地域活性化のこれと関連しますが、マスコミ等を見ますと生活支援の中から生活保護と申しま

すか、そういう請求もあったということで、この不景気というのはどこまで長引くかわからない 

と。 

当然私どもの町内の居住されてこの対象者になりました方々も、失業保険なりあるいはまた行

政が取り組んでいるこういう中で生活されていかれるわけですが、これが長引いた場合、必然的

にある程度この生活の保護という、あれもしていかなければならないのではないかと思いますが、

現段階でそういう生活保護の申し込みと申しますか、そういう相談というものはないものか、長

引いた場合どうしてもここは避けて通れないものではないかと思いますが、その対策としての考

えをお聞かせいただきたいと思います。 

○福祉課長（日高 昭治君）   

 生活保護の関係ですが、生活に困窮している場合の方たちの救済ということで、この保護法が

あるわけですが、今のところ福祉課の窓口で緊急雇用の関係で生活が困窮しているということで

の相談というものは現在ありません。生活保護に関しましては、いろんな制約がございますので、

例えば自家用車は持てないというようなこと等もありますので、そういう面でこれはこの緊急雇

用対策とはまた別枠で、どうしても必要な方が生じた場合は、またそれなりの対応をしていくと

いうことで考えております。 

○中尾 正男議員   

 １４ページに戸籍住民基本台帳費が計上されておりますが、関連で少し話をしておきたいと思

います。 

今月の初めの南日本新聞のところで住基カードを発行すれば、総務省の特別交付税を１枚につ

き１,０００円、そして無料で発行した市町村には１,５００円ずつこの特別交付税で支給される

という新聞記事がでとったんです。 

それで、そういう話は聞いたことがなかったものですから、これは１人１,０００円、１,５００円

というのは非常に大きな金額で、みんなつくればこれは特別交付税されればありがたいことです

から、そういう情報もなかったものですから。 

ちょっとここ辺は何かちょっと手数料条例を少し改正してすれば、行政関係だけでもちょっと

議員あるいは役場職員みんな、ほとんど今は住基カードがまだ利用されていないから、その利用

促進のためにということなんですが、ここあたりを利用促進を図って、今５００円いただいてい

るんですが、無料にすりゃあ１,５００円ずつ、１,５００円は上乗せで特別交付税がくるという

ことですから、それでもいいんじゃないかと思うんですが、そこあたりこの利用促進を図って交

付税をいただいたほうがお金のかからんことですからいいと思うんですけれども、そういう政策

をとっていただきたいというふうに考えるんですが、どうでしょうか。 

○町民課長（愛甲 洋文君）   

 昨年度現在で住基カードの交付枚数が２９９枚ということで報告を、前回の決算のときにした

ところでございますけれども、税の関係、そういうもので有利に使えるということで、周知を図
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っているところでございます。 

無料化につきましては、実際打ち合わせをした経緯はございますけれども、無料化のほうにつ

きましては実施はしないということで、その段階では話をしているところで、現在までそういう

方向できているところでございます。 

○財政課長（二階堂清一君）   

 今の関係する経費が、特別交付税の中に入るということの新聞記事ということでありますが、

確かにいろんな形で特別交付税の要因というのはあるというふうに思っています。 

災害対策を関係にしましていろいろあるわけですが、あくまでも特別交付税といいますのは、そ

の１,０００円くれる、１,５００円くれるということではなくて、特別交付税の要因の一つにな

るということでありまして、それが確実に１,０００円来るかということは全く別問題というふう

に考えておりますし、ことし、去年災害がない年ですので、ことしの特別交付税もかなり落ち込

むというふうに私たちは予測しているところであります。 

○議長（濵田  等議員）   

 よろしいですか。それでは、大体。（「議長、８番」と呼ぶ者あり）はい、麥田議員。早くや

らんというと、もう質疑打ち切りますよ。 

○麥田 博稔議員   

 済みません。議長の「ほかにありませんか」というのを待っていたんですけれども。 

 ２２ページ、平川の郷の管理費が２８万４,０００円ですか、計上してあるわけですが、これは

前あび～る館の関連で議会のほうからもいろいろと注文が出まして、公平性に欠けるということ

でほかのところも当たってくださいということで出てきたんですが、ほかにそのときに滝の宿の

こともちょっと話をしました。この滝の宿も１５０万円で経営も順調にいっているから、１４万

幾らのあれだから、ださんでもいい話だったんですが、私は半分でも出す必要があると公平性に

欠けるから、そういう話はしました。 

 それから、ごみ処理なんかの関係もあるんですよ。結局四千三、二百万円で３社に請け負わし

ていますけれども。あそこなんかは、車両管理ととにかく人件費がほかにも要らないわけですか

ら、油代が上がったということは非常に大きな損失が出ていると思うんです。 

だから、いろんなところを調べてくださいという話をしていましたので、そのような経過がど

うなっているのか。 

それから、物価が上がった場合はその中に寸借しないというようなことがあったけど、やっぱ

この場合は緊急説が非常に大きかったので入れるということだったんですが、そのときにある程

度の目星というんですか、何割くらい上がったらするというようなことも話し合いをしてくださ

いということも出てたと思うんですが、その辺の経過がどうなっていたのかということをお伺い

します。 

 それから、今の生活支援のほうですけれども、生活対策これは私たちのまちに３億８,０００万

円くらい金が来るということで、２月補正、３月補正、それから２１年度でするというようなこ

とだったんですが、今５,０００万円くらいの予算を計上されているわけですけれども、あと３月

に向けてどのようにされるのか。 

結局この対策のあれを見ていますと、地域活性化等に資するインフラ整備など実施計画に計上

された事業に充当とかってなっていますから、前は耐震化とかいろんなことも言われましたので、

今後どのようにされるのか、その辺をお伺いします。 

 それから、地域の活性化となりますと、商店街、先ほどもちょっと出ましたけれども、商店街

も非常に売れ行きが落ち込んでいると。飲み屋さんなんかもやっぱし日特さんの関係で去年の暮
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れから非常にお客さんの数が減っているというような話を聞きます。 

ですから、いろんなまちでまだ法令は通っていませんけれども、定額給付金の問題でプレミア

ムの商品券を発行すると、それで私たちのまちも昨年１００万円ですか、出しまして、２,２００万

円ですか、そういうのをしまして、余りうまくいったかどうか判らんというような感じですけれ

ども、いろんなまちでやっていますし、また総務省はその定額給付金を目がけて商店街の活性化

に使えというような話も新聞記事等では出ていますけれども、その辺の話が来ているのか。これ

は財政課のほうだと思うんですが、それから商工観光課のほうにそのような話を詰められている

のか、先ほど私たち議会と商工会との話し合いの中では、そういう話も出てましたので、その辺

の検討がされているのかどうかお伺いします。 

 それから、この緊急雇用対策に係る雇用情報を先般もらったんですけども、賃金等が非常に違

うんですよ待遇が。それがクリーンセンターは１人対して７名、７倍の競争率です。これは結局

日額７,２００円で一時金は夏は２０日、それから冬に２７日出すと、社会保険もつけますよと。

それで１年間は雇用しますが結局契約は１年更新となっていますから、１年で切ると先ほど言わ

れましたけれども、やはり更新される可能性もあるのかなと思うんです。 

それから、この学校用務員２人に対して１人。これは何でかというと、やっぱり賃金が５,４００円

で、年間２１０日ということになりますと、１１０万ちょっとですよ。 

そうなりますと、やはりいかにあれでも男性の方で自分が世帯主であったりすると、なかなか

生活が厳しいと。だからここが２人に対して１名しか応募がないということになっているんです

ね、ただ女性の方でもいいわけですから、女性の方ですと私たちの妻が仕事に行っても手取りに

すると１０万円あるかないかっていうところですから、妥当かなと思うんですが、やっぱり生活

の支援となると、この辺の雇用状況が非常の７,０００何百円から５,０００幾らまで違うと。 

ただ職種が違いますから、ある程度はその辺もやむを得ないのかと思いますけれども、その辺

の考え方をどのようにされたのか。 

特にやはりクリーンセンターというか、この環境センターのし尿処理なんかのほうは７,２００円

ですけれども、正規の職員との差、それから学校用務員もそうですね、用務員の方も正規の職員

の方との差、これは今財政改革の中でいろいろそういうふうに変えていこうというような話があ

りますけれども、余りにもこの待遇の差があるということはちょっとどうなのかなという気がし

ます。そのような考えをちょっとお伺いしておきたいというふうに思います。 

○薩摩総合支所長（貴島 晃人君）   

 観音滝公園の原油高騰の関係でございますが、指定管理者と一応協議をしたところでございま

すが、今回の補正までに請求といいますか、上がってまいりませんでしたが、こちらの確認不足

もございますので、再度確認いたしまして３月の補正にはお願いしたいと思っております。 

○商工観光課長（橋之口幸男君）   

 商店街の活性化の関係でございますが、これにあわせて定額給付金の関係も出てまいりました

けれども、考え方といたしましては新年度におきましてプレミアムをやってまいりたいと、あわ

せまして国の動きを注視しながら定額給付金とドッキングした形で、ひとつ消費拡大を図ってま

いりたいというふうな取り組みをしてまいりたいと。 

なお、やり方について今商工会のほうと詰めをいたしておるところでございます。 

 それから、緊急雇用の関係の待遇、賃金の関係でございますが、これを定めるに当たりまして

は上げるというよりも現在の、例えば公共施設だったら現在の道路作業班との兼ね合いが出てま

いります。そこら金をもとにして決めたこと、それからクリーンセンターにおきましては現在の

作業員がいらっしゃいます。そこら金との関係、それからほかのものにつきましても、それぞれ
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現状を把握したところで、現状と不均衡のない形で踏襲した形での額の決定をさせていただいた

ところでございます。 

○財政課長（二階堂清一君）   

 今回の２次補正に係る分の予算化の話であります。確かにさつま町の場合、約３億８,０００万

円という枠を持っておりまして、これの予算の計上の時期について難しいといいますか、計上の

時期がまだ財源確保の法案が通ってないものですから、時期をいつにすればいいのか、非常に迷

っているところもありますが、ここにつきましては１回資料をお示ししながら、説明いたしたい

というふうに考えております。 

 ただ、私たちとしましてはこの２１年度中に予算化といいますか、２１年度中に執行するもの

今回出ておりますが、早目に執行する雇用対策の問題、それから２０年度の最終補正に組んで２１に

送るもの。大体３グループに分けて予算執行というものがしなければいけないというふうに思っ

ています。 

 内容については、全国景気対策ということで、全市町村が一緒に打つわけですので、やっぱり

１本とか２本とか幅が広い、狭い形で事業費が多いという形ではなくて、できるだけこの事業の

間口を大きくしまして、耐震とか、防災とかそういったところまで間口を広く打っていくことが

望ましいというふうに考えております。いずれにしましても、事業内容については説明いたした

いと思っています。 

○麥田 博稔議員   

 滝の宿の件については滝の宿だけでなくて、先ほど言ったごみ処理の問題もあると思うんです。

だから、その辺がどうなっているのか。事情さえ判ればいいんですけれども、とにかく油代があ

れだけ上がっていったら、車を使うところは非常にやっぱ圧迫したと思うんです。 

それで、１社だけやっぱり損してするということは、公平性に欠けるから議会のほうからやっ

ぱりすべてのところを洗い出して、やっぱり出すべきだという話があったんです。 

これだけ景気が疲弊していますと、やはり公平性ということになりますと、１万とか２万でも

あってもやはり私はしなくてはいけないというふうに思いますので、先ほど観音滝のことはあり

ましたけれども、ほかのところもやはりこの前も早急にと言って出てないようですけれども。 

それから、その物価がどれくらい上がったら処理するんだということを、やはりしっかり決め

ないかんと思うんです。だから文句を言ってきて強く言われたら変えるとかじゃなくて、やっぱ

りこういう条例政令をつくっていて、その中でしますということにしないと、やはり今後運営は

しにくくなると思いますから、その辺を十分配慮していただきたいと思います。 

 それから、この予算のことでありますけれども、生活支援とかそれから地域の活性化、非常に

先ほど言いましたように商店街も疲弊してますし、いろんな業種の方が非常に困っておられます。 

だから今、財政課長が言われましたように間口を広くして、いろんな業種に支援が行き届くよ

うに十二分にやっぱ配慮しながら、そしてまだ予算は通ってませんけれども、やはりできるだけ

早くしないと、前一般質問で木下議員のほうからもありましたけれども、もうひっ枯れて倒れて

から水をやっても生き返りません。 

だから、やっぱりそういうのを十二分に配慮しながらも、私たちも国会の動きを見ながら非常

に歯がゆい思いをするんですけれども、町長には、議長にもやはり町村会長とか、議長会の会長

でやはりいろいろ国、県にも要望してもらっていますけど、これからもやっぱり強く要望しても

らって、早くこれが通ってしていただくようにお願いをしておきます。 

○議長（濵田  等議員） 

 それじゃ、これでよろしいですか。 

 - 18 -



 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

それではこれで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。議案第３号について討論はありませんか。 

討論がありますので発言を許します。 

〔平田  昇議員登壇〕 

○平田  昇議員   

 私はこの予算の地域活性化に関する事業については、この事業費を認めることに反対します。

１、議会の議決がないままに進められてきていること。このような行政は認められない。 

２、選挙を目前にしている町長は、次年度１年にわたる政策予算は計上すべきではない。するな

らせめて６月ぐらいまで、３カ月の暫定的な予算にすべきである。以上の理由で反対します。 

〔平田  昇議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかに討論はありませんか。 

〔麥田 博稔議員登壇〕 

○麥田 博稔議員   

 ただいま平田議員のほうから今度の補正予算に反対するという意見がありましたけれども、私

は賛成の立場のほうから討論したいというふうに思います。 

 といいますのが、先ほどありましたように議会の議決がない予算を執行するというのは、これ

はもう議会軽視と、我々も今までずっときていましたから、これはもう平田議員とまったく一緒

ですが、きょうの予算が出てくる前に我々は全協の場でいろいろ説明を受けました。 

 そのときに、やはり緊急だからできるだけ速やかにしなさいと、そして雇用期間も先ほど質問

の中で言われましたけども、１年は長すぎると言われましたが、私たちの議会のほうからよその

まちは３月までとか３カ月かとか短い期間でするけども、やはり１年ぐらいの長いスパンでやら

ないと効果もないし、つかわれる方も安定した生活ができないという話で、これは議会のほうか

ら全協の中でお願いをしたということです。 

 ですから、先ほど町長は選挙の前だから、骨格予算にすべきだという話がありましたが、それ

で６月ぐらいまで、４月に選挙があるわけですからあとの町長にまかすべきだという話もありま

したけれども、このことにつきましても、やはり先ほど言ったように我々議会の２７人のその中

で１年間というような話をしたわけですから、私は今度の補正予算を速やかに通して、そして一

人でも多くの方が仕事について生活が安定することを希望しますので、議員の皆様方には私が今

言ったことをご理解いただきまして、賛成してくださいますようよろしくお願いいたします。 

〔麥田 博稔議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 それでは、これで討論を終わります。 

 これから、議案第３号を採決します。この採決は起立によって行いたいと思います。 

 お諮りします。「議案第３号 平成２０年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」について、

原案のとおり可決するということにつきまして賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（濵田  等議員）   

 起立多数であります。したがって、「議案第３号 平成２０年度さつま町一般会計補正予算（第

８号）」については、原案のとおり可決されました。 

○議長（濵田  等議員）   

 しばらく休憩します。休憩再開は１１時５分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時５４分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１１時 ４分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第４「議案第４号 平成２０年度さつま町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第４「議案第４号 平成２０年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君） 

「議案第４号 平成２０年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について

であります。 

今回の補正は、一般管理費に要する経費を補正しようとするものであります。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６１４万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３億４，８３２万円とするものであります。 

内容につきましては、健康増進課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願い

いたします。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○健康増進課長（楠木園建雄君） 

「議案第４号 平成２０年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について

説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（濵田  等議員） 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第４号については、会議規則第３９条第３項

の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって、議案第４号は、委員会付託を省略することに決定しました。

委員会付託を省略します。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○木下 賢治議員       

補正の財源が国県ではあるわけですけれども、システム改修、確かに私個人的には素人ですけ
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れども額的にやっぱ大きいわけですが、そこ辺の交渉といいますか、やはり町のお金でないから

ちゅことじゃなくして、少しでも経費削減の意味でも、またほかのシステム改修にもつながるわ

けですので、そこ辺の交渉というものはされたものか。 

○健康増進課長（楠木園建雄君） 

今回のシステムの改修に伴います費用といたしましては、内訳はパッケージソフトに係る経費、

それからこれを導入し、また運用試験等を行いまして適正に稼働するかどうか、こういったもの

の人件費的なものも含まれております。 

したがいまして、この経費の執行につきましては電算課を初めとしまして交えながら、今後執

行していく段階で委託先のほうと十分つめをしながら、できるだけ経費が節減できる形で執行し

ていきたいということで今つめをしているところでございます。 

○木下 賢治議員       

当然従来のメーカーとの随契ということですか。 

○健康増進課長（楠木園建雄君） 

このシステムにつきましては、現在汎用コンピュータで本町の場合は運営をされておりますが、

このところでソフトを開発しているところに随意契約という形で執行をしていくということで考

えております。 

○平田  昇議員       

１点だけ関連質疑です。この制度が実施されて１年経とうとしますが、当初心配された介護保

険の分と一緒に年金から天引きされることで危惧された高齢者の保険料の納入状況はどうなって

いるでしょうか。これをお知らせ願いたいと思います。 

○健康増進課長（楠木園建雄君） 

保険料の納入状況でございますが、この後期高齢者医療制度に関わります本町の対象人口   

５，４１５人ということで１月末の被保険者がなっておりますけれども、これに関わります保険

料の調定額が１億５，６４４万３，４００円となっております。 

このうちに特徴がだいたい７０㌫、それから普徴が３０㌫という割合になっておるようでござ

います。このうちに、１月末で納期到来しているもの等に関わります未収金というものが１４１万

程度あるということで把握をいたしております。 

今後納期が到来するものもあるわけですけれども、だいたい広域連合で予定をいたしておりま

す徴収率は９８㌫ということを目標にいたしております。 

しかしながら、普通徴収におきましても９７㌫から９８㌫を現在確保をされておりますし、年

金はほとんど１００㌫に近いということになってくると予想をいたしておりますので、そうしま

すと９９㌫ぐらいの徴収率が確保できますと最終的には１億５，６００万の１㌫ということで、

１５０万程度が未収金として残るのではないのかなと、いうことを今想定いたしているところで

ございます。 

○平八重 光輝議員       

システムの改修といいますか、一般会計補正予算にもありまして、そっちのほうではもう質問

しなかったんですが、前の決算委員会の中でも申したんですが、こういうのについては今んとこ

ろは随契ということであれば、まあいえば業者側の言い値というか、言う値段でほとんど出てき

るんじゃないかと思います。 

記憶は定めではありませんが、何年か前長崎県のあるまちが何百万か業者が指定した値段のの

を自分たちでやったら十何万か二十何万かでできたと、いうようなのもありますから、交渉も一

つは大事です。しかしその交渉するためには、ある程度の知識がないと交渉できません。経験ま
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ではいらんけれども。 

そのためには、役場でそういう体制をつくらんないかんわけです。ただ交渉しろといわれても

何も知識のないところで交渉しても始まりませんから。もう向こうのいいなりに「あそうですか」

と判りましたと言うことになりかねませんので、ぜひそういう体制やら作って。 

そして、このシステムの契約書を２、３先般見していただいたんですけれども、ほとんど業者

有利の契約書なんですよ。向こうが自分たちが良いようにとは言いませんけれども、向こうの勝

手では何もできませんというようなのですから。 

やはりその辺から見直して、このシステムもほかの業者でも改修ができるんですよと、競争入

札にできるんですよちいうぐらいの検討もされてください。 

でないと、こっちにも二百何十万とかいくらか、年間かすれば数千万というお金を使っていま

す。だから１割２割下げたら、１０年したら数千万というお金が出てくるわけです。非常に大き

なお金ですから、仮にこれは６００万ですけれども３００万とはいわんけれども４００万ばっか

いにできれば、ものすごく違ってくるわけです。 

改修というのは１年で終わりじゃなくて、また国の方針が変われば毎年出てくる可能性もある

わけです。 

そのたびに、向こうの言い値で払っとったち、とてもじゃないけどたくさんの金がいりますか

ら、その辺はぜひ研究が必要だと思いますけれども、町長その辺はちょっとどうか対策を考えら

れますか。 

○総務課長（湯下 吉郎君） 

電算システムについては総務課が担当しておりますので私のほうでお答えしますが、今言われ

ました汎用システムの一番ネックとなる部分であります。 

維持関係経費の負担が非常に大きいということと、それから法改正等に係る対応、今言われま

したように金額が非常に差が大きいということで、現在本町では情報化推進幹事会というのを開

きまして、この５年間のリース期間がもうすぐ迫ってきているわけですけれども、それらのこと

も十分検討しながら、次の世代の基幹系システムを更新をしていくということを念頭におきなが

ら検討しておりますので、若干時間をいただきながら、そうしたことも改善できるように今後し

ていきたいと思っております。 

○議長（濵田  等議員） 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第４号を採決します。お諮りします。「議案第４号 平成２０年度さつま町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって、「議案第４号 平成２０年度さつま町後期高齢者医療特別
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会計補正予算（第２号）」については、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第５「議案第５号 平成２０年度さつま町水道事業会

計補正予算（第３号）」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第５「議案第５号 平成２０年度さつま町水道事業会計補正予算（第３号）」を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君） 

「議案第５号 平成２０年度さつま町水道事業会計補正予算（第３号）」についてであります。 

今回の補正は、収益的支出の経費を補正しようとするものであります。収益的支出において１１万

８,０００円を減額し、収益的支出の総額を１億３，６０８万５,０００円とするものであります。 

 内容につきましては、水道課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いいた

します。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○水道課長（岩切 秀久君） 

それでは「議案第５号 平成２０年度さつま町水道事業会計補正予算（第３号）」について御

説明をいたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（濵田  等議員） 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第５号は、会議規則第３９条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって、議案第５号は、委員会付託を省略することに決定しました。

委員会付託を省略します。 

これから質疑を行います。議案第５号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。議案第５号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第５号を採決します。お諮りします。「議案第５号 平成２０年度さつま町水

道事業会計補正予算（第３号）」について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって、「議案第５号 平成２０年度さつま町水道事業会計補正予

算（第３号）」は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第６「議案第６号 平成２０年度さつま町簡易水道事
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業会計補正予算（第２号）」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第６「議案第６号 平成２０年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」を議題

とします。提案理由の説明を求めます。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君） 

「議案第６号 平成２０年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」についてであり

ます。 

今回の補正は、収益的支出の経費を補正しようとするものであります。収益的支出において１８万

円減額し、収益的支出の総額を２億４，９５４万８,０００円とするものであります。 

 内容につきましては、水道課長から説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いい

たします。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○水道課長（岩切 秀久君） 

それでは「議案第６号 平成２０年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」につい

て御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（濵田  等議員） 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第６号は、会議規則第３９条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって、議案第６号は、委員会付託を省略することに決定しました。

委員会付託を省略します。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。議案第６号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第６号を採決します。お諮りします。「議案第６号 平成２０年度さつま町簡

易水道事業会計補正予算（第２号）」について、原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって、「議案第６号 平成２０年度さつま町簡易水道事業会計補

正予算（第２号）」は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△閉 会 

○議長（濵田  等議員） 

 - 24 -



 

以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

平成２１年第２回さつま町議会臨時会を閉会します。ご苦労様でした。 

閉会時刻 午前１１時２４分 
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